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【有料駐輪場の廃止について】 

課係名  地域安全対策課  
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【跡地利用、創業支援について】 

課係名  商工政策課 

電話番号 ５３－４１４９ 
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１．発表事項   松阪市営有料駐輪場（松阪市営有料自転車駐車場）の廃止と、跡地利

用について 

 

２．廃止理由   松阪市営有料駐輪場（松阪市営有料自転車駐車場）は、市が道路用地 

と跡地利用  として所有していた敷地を利用し、昭和６０年１１月から運営してい

ましたが、収容台数２６７台に対して、平成２５年度の利用台数月平均

７２台から、令和４年度の利用台数月平均３８台に減少していること

から駐輪場を廃止します。 

       跡地利用としましては、土地の管理者である建設部局と駅前の活性化

を図る商工部局が連携し土地活用を図り、松阪駅前の活性化につなが

るよう、歩行空間、賑わい空間として、新規創業を考えている方向けの

チャレンジショップなどの創業支援を行います。 

 

３．駐輪場廃止日 令和５年７月３１日（月） 

 

４．場  所    松阪市京町５０３番４（三十三銀行横） ※別紙参照 

 

５．跡地利用の想定される対象者（事業） 

・商工会議所、商工会で創業支援を受けた方 

・松阪市女性起業家等のつながり交流創出事業 など 


